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－３－ 

り、現時点では市町村の理解が得られていない。なお、国制度において４・５歳児の
保育士配置基準改善を実行するよう、令和２年１１月に国に要望を行った。 

 
 
２ 保育士・保育教諭の処遇改善については、県では従来から、市町村と協力して低年

齢児（１歳児）加配（６：１→４．５：１）や障がい児加配等の県単独加配の補助事
業を実施しているが、定期的に単価引き上げを行い、各園で加配保育士も含めて処
遇改善が実施できるよう予算措置をしている。また、低年齢児加配補助事業におい
ては、施設全体での配置基準上必要な保育士数以上の正規職員を配置することを補
助要件としており、配置職員の正規職員化への誘導を促している。 

なお、保育士の処遇について更なる改善を実施するよう、保育士配置基準改善と
同様に令和２年１１月に国に要望を行った。 

 
３ 保育士の配置基準改善と更なる処遇改善については、保育現場や保育の主体であ

る市町村の意見を十分に踏まえて、県としての方向性を検討していきたい。 

 

 


